
ＷＴＯ農業交渉・日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書

ＷＴＯ農業交渉（ドーハ・ラウンド）は、鉱工業製品と同様に農産物の保
護削減の基準等を決め、自由貿易を進めるものであり、昨今の世界的な経済
不況を背景として、再び合意に向けた動きが加速している状況や、農産物の
関税削減に対する政府の姿勢に国民や農業者の不安が高まっている。
また、日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉では、豪州の主な輸出農産物が日

本の重要品目（米、牛肉、小麦、砂糖、乳製品）と競合していることから、
仮にこれらの関税が撤廃されると、豪州から大量の農産物が輸入され、日本
農業は大きな打撃を受ける。
食料自給率が４０％と先進国で最も低い我が国にとって、農業の維持的発

展に向けた構造改革を進め、食料自給率の向上及び食料生産体制の強化を図
ることが重要な課題である。
よって、国並びに政府においては、日本の食料と地域の農業・農村・暮ら

しを守り、食料輸入国や途上国における食料主権、多様な農業の共存を維持
するためにも、次の事項について強く要望する。

記

１ ＷＴＯ農業交渉では、関税の大幅な削減から除外できるコメなど重要品
目の十分な数を確保するとともに、食料輸出国による関税の上限設定を阻
止し、また低関税輸入枠の拡大は認めないこと。

２ 食料輸入国や途上国の唯一の対抗手段である特別セーフガード（緊急輸
入制限措置）を維持・拡大すること。

３ 日豪ＥＰＡ交渉にあたり、国民の基礎的食料である米、牛肉、小麦、砂
糖、乳製品などの重要品目は関税撤廃の対象外とし、国内農業を守るよう
全力を挙げて交渉すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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